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第５章  災害復旧

第１節 復旧・復興体制の整備

１ 基本方針 

被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、 被

災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことにかんがみ、その維持・回復や再構築に十

分に配慮するものとする。 

その際、地域住民の意向等を反映するとともに、男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆ

る場・組織に女性の参画を促進するものとする。あわせて、障がい者、高齢者等の要配慮者の参画

を促進するものとする。 

２ 復旧・復興の基本方針の決定 

 基本方針の決定 

大規模な災害が発生した場合には、復旧・復興に向けた具体的な指針、基本目標等を検討し速

やかに復興計画を策定するとともに、計画推進のための体制整備、住民への計画内容の周知、情

報提供等を行う。 

 復旧・復興計画の策定 

町は、被災の状況、地域の特性及び関係公共施設管理者等の意向を勘案しつつ、復旧・復興計

画を作成する必要があると判断した場合には、住民の意向を尊重しつつ、可及的速やかに計画を

作成する。 

また、復興過程の被災者については、仮設住宅等の提供により、その間の生活の維持を支援す

るとともに、できる限り早い段階から被災者の特性やニーズを把握し、提供可能の終期を待つこ

となく恒久住宅への円滑な移行に向けた取組を計画的に実施するものとする。 

３ 人的資源等の確保 

災害復旧・復興対策を実施するためには、通常業務に加え、長期間に渡る膨大な業務の執行が必

要になることから、町は不足する職員を補うため、必要に応じて、県に職員の派遣その他協力を求

めるものとする。 

４ その他 

町は、被災した学校施設の復興にあたり、学校の復興とまちづくりの連携を推進し、安全・安心

な立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュニティの拠点形成を図るものとする。 

また、復旧作業に従事する職員等のストレス対策は、従事する業務の種類も踏まえ、実施に努め

るものとする。 
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第２節 公共施設災害復旧事業

１ 方針 

公共施設等の復旧は、社会・経済活動の早期回復や被災者の生活支援のため、実情に即した迅速

な復旧を基本とし、早期の機能回復に努めるものとする。 

なお、被災の状況、地域の特性、公共施設管理者の意向等を勘案したうえで、必要に応じて、さ

らに災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決を図るための計画についても検討するものとす

る。 

２ 実施内容 

災害復旧事業の種類は、次のとおりである。 

ア 公共土木施設災害復旧事業 

a 河川災害復旧事業 

b 道路災害復旧事業 

c 下水道災害復旧事業 

d 公園災害復旧事業 

イ 農林水産業施設災害復旧事業 

ウ 水道災害復旧事業 

エ 住宅災害復旧事業 

オ 社会福祉施設災害復旧事業 

カ 公立医療施設、病院等災害復旧事業 

キ 学校教育施設災害復旧事業 

ク 社会教育施設災害復旧事業 

ケ その他の災害復旧事業 



5-3 被災者の生活確保 268

第３節 被災者の生活確保

１ 方針 

被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組

みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身

のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講ずるものとする。 

２ 実施内容 

 生活相談 

町は、被災者の生活確保のための相談所を設け、苦情又は要望事項を聴取し、その解決を図る

ほか、その内容を関係機関に連絡し、強力な広聴活動を実施するものとする。 

 個人被災者への資金援助等 

ア 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付 

町は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）に基づき、災害により死亡

した者の遺族に対して災害弔慰金を、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対し

て災害障害見舞金を支給する。また、災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、災害援

護資金の貸付けを行うものとする。 

イ 被災者生活再建支援金 

町は、被災者生活再建支援金の支給に係る被災者からの申請を迅速かつ的確に処理するため、

体制の整備等を図ることとする。 

ウ 被災者生活・住宅再建支援金 

町は要綱を定めることにより、住家被災者に対し支援する。 

エ 見舞金 

町は、災害により多数の者が被害を受けた場合は、被災者に対し、見舞金を支給する。 

オ り災証明書の交付 

町は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施するた

め、災害による住宅等の被害の程度を認定し、被災者にり災証明を交付するものとする。 

住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて航空写真、被災者が撮影した住家の写真、

応急危険度判定の判定結果を活用するなど、適切な手法により実施するものとする。 

 租税の徴収猶予及び減免 

町は、被災者に対する町税の徴収猶予及び減免等納税緩和措置に関する計画を策定するものと

する。 

関 係 機 関

住 民 課

健 康 福 祉 課

税 務 課

社 会 福 祉 協 議 会
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 働く場の確保 

町は、被災者の雇用に関する相談について、県に対する要望措置等の必要な計画を策定してお

くものとする。 

(5) 生活保護制度の活用 

町は、生活に困窮し、生活保護を必要とする世帯に対し、民生委員等と連絡を密にし、速やか

に生活保護法（昭和25 年法律第144 号）を適用するものとする。 

(6) 生活必需物資、復旧資材等の供給確保 

被災地域において住民の不安と動揺を沈静化し生活秩序の回復と復興を着実にしていくために

も、生活必需物資、復旧用建築資材等の供給の確保を図るとともに、物資の需給・価格動向を調

査監視し、物価の安定に資するものとする。 

 被災者生活の再建支援 

町は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、

住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施

時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明する。 
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第４節 被災中小企業の振興 

１ 方針 

被災中小企業の自立を支援し、財政支援により早急な再建への道を開くことが必要であり、被災

中小企業の被害の状況、再建に必要な資金需要等の的確な把握に努め、被害の規模に応じて必要な

措置を講ずるものとする。 

２ 実施内容 

 自立の支援 

町、その他関係機関は、金融機関との連携により、被災中小企業の自立を支援するものとする。 

 各種対策 

ア 事業協同組合等の共同施設の災害復旧事業に要する費用についての補助 

イ 租税の徴収猶予及び減免 

ウ その他各種資金の相談窓口の設置 

関 係 機 関

産 業 課
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第５節 農林漁業関係者への融資

１ 方針 

被災農林漁業者の施設の災害復旧及び経営の安定を図ることが必要であり、被災農林漁業者の被

害の状況、再建に必要な資金需要等の的確な把握に努め、被害の規模に応じて必要な措置を講ずる

ものとする。 

２ 実施内容 

株式会社日本政策金融公庫による融資 

町及び防災関係機関は、農林水産業施設等の災害復旧資金及び被災農林漁業者の経営維持安定

に必要な資金について、株式会社日本政策金融公庫から円滑な貸付けが行われるよう支援する。 

関 係 機 関

産 業 課
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